
 

 

 

【再修正版】 

 

真岡市複合交流拠点施設整備運営事業 

 

 

サービス対価の支払い方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

真 岡 市 

 

 

 

令和 3年 53 月 

別添 7 サービス対価の支払い方法 



1 

１ サービス対価の構成 

真岡市複合交流拠点施設整備運営事業（以下、「本事業」という。）の実施に対し、真岡市

（以下、「市」という。）が特定事業者に支払うサービス対価は、設計・建設業務に係る費用

（以下、「サービス対価 A」という。）、総括管理業務、維持管理業務及び運営業務に係る費用

（以下、「サービス対価 B」という。）、消費税及び地方消費税から構成される。 

サービス対価を構成する各費用の内訳は、下表に示すとおりとする。 

 

表 1 サービス対価の内訳 

費用項目 費用の内容 

サービス対価 A 
 設計・建設業務 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

サービス対価 B 

 総括管理業務 

 維持管理業務 

 運営業務 

 その他、上記に関連して必要と認められる費用 

消費税及び地方消費税 
 上記までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に係

る消費税及び地方消費税 
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２ サービス対価の算定及び支払方法 

特定事業者は、真岡市複合交流拠点施設（以下、「本施設」という。）の設計・建設業務、総

括管理業務、維持管理業務及び運営業務までのサービスを特定事業者の責任により一体とし

て提供し、市は、提供されるサービスを一体のものとしてその対価を以下のとおりに支払う。 

なお、サービス対価の算定及び支払方法の詳細は、「設計施工一括契約書」及び「指定管理

者基本協定書」に規定する。 

 

２.１ サービス対価 A の算定及び支払方法 

サービス対価 A は、特定事業者が提案する設計・建設業務に係る費用に基づき、算定

する。 

なお、各年度における前払金及び中間前払金については、「設計施工一括契約書」に基

づき請求された金額を支払う。 

サービス対価 A の支払方法は、以下のとおりとする。 

表 2 サービス対価 Aの支払方法 

令和 3 年度 

 令和 3 年度末に令和 3 年度の出来高部分について、検査を行い、検査合格後、市は請

求を受けた日から 14 日以内に支払う。 

 ただし、出来高部分に相応するサービス対価 A の 10 分の 9 以内の額を部分払いする。

※出来高の部分払いを受けた場合においても、全部の引渡しが完了するまでの間は、特定

事業者は、当該出来高部分の管理についての一切の責めを負うものとする。 

令和 4 年度 

 令和 4 年度末に令和 4 年度の出来高部分について、検査を行い、検査合格後、市は請

求を受けた日から 14 日以内に支払う。 

 ただし、出来高部分に相応するサービス対価 A の 10 分の 9 以内の額を部分払いする。

※出来高の部分払いを受けた場合においても、全部の引渡しが完了するまでの間は、特定

事業者は、当該出来高部分の管理についての一切の責めを負うものとする。 

令和 5 年度 

 令和 5 年度末に令和 5 年度の出来高部分について、検査を行い、検査合格後、市は請

求を受けた日から 14 日以内に支払う。 

 ただし、出来高部分に相応するサービス対価 A の 10 分の 9 以内の額を部分払いする。

※出来高の部分払いを受けた場合においても、全部の引渡しが完了するまでの間は、特定

事業者は、当該出来高部分の管理についての一切の責めを負うものとする。 

令和 6 年度 

 市は、竣工確認検査を行い、検査合格後、請求を受けた日から 40 日以内にサービス対

価 A の残額を支払う。 
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２.２ サービス対価 B の算定及び支払方法 

サービス対価 B は選定事業者が提案する総括管理業務、維持管理業務及び運営業務に

係る費用に基づき、算定する。 

サービス対価 B の支払方法は、以下のとおりとする。 

 

表 3 サービス対価 Bの支払方法 

費用項目 サービス対価 B 

支払い対象期間 総括管理・維持管理・運営期間 

・令和 6 年 10 月～令和 22 年 3 月 

回数 62 回 （15 年 6 ヶ月間） 

支払い方法 総括管理・維持管理・運営期間中、四半期ごとに提案に基づき指定

管理者基本協定に定めた額を支払う。 

 

２.３ 消費税及び地方消費税 

消費税及び地方消費税については、サービス対価 B の支払期毎に算定する。 
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３ サービス対価の改定 

３.１ サービス対価 A の改定 

（１） 対象となる費用 

対象となる費用は、サービス対価 A を構成する「建設業務」に関する費用のうち「建

設工事」に要する費用のみとする（以下、単に「「建設工事」に要する費用」という。） 

なお、建設工事に伴う各種申請等の業務、施設に関する保険付保、竣工検査・引渡し、

什器備品の調達、設置及びその他業務に要する費用は対象外とする。 

 

（２） 基準となる指標 

物価変動による、「建設工事」に要する費用の改定に使用する指標は下表のとおりとす

る。 

表 4 基準となる指標 

費用 基準となる指標 

「建設工事」に要する費用 
「建設工事費デフレーター」（国土交通省） 

・工事類別：「建築総合－非住宅」 

 

（３） 改定方法 

契約締結日の属する月の最新の指標値と本施設の工事着手届出日の属する月の最新の

指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、市及び特定事業者は、物価変動

に基づく改定の申し入れを行うことができる。 

変更額は、サービス対価 A の「建設工事」に要する費用の 1.5%に相当する金額を超え

る額とする。 

 

【改定の計算方法】 

（増額の場合） 

S＋＝｛P2－P1－（P1×1.5／100）｝ 

S＋：増額スライド額 

P1：設計施工一括契約書に記載されたサービス対価 Aのうち、「建設工事」に要する費用 

P2：変動後（本施設の着工日）の指標値に基づき算出したサービス対価 A のうち、「建設工

事」に要する費用 

 

（減額の場合） 

S-＝｛P2－P1＋（P1×1.5／100）｝ 

S-：減額スライド額 

P1：設計施工一括契約書に記載されたサービス対価 Aのうち、「建設工事」に要する費用 

P2：変動後（本施設の着工日）の指標値に基づき算出したサービス対価 A のうち、「建設工

事」に要する費用 
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３.２ サービス対価 B の改定 

（１） 対象となる費用 

対象となる費用は、サービス対価 B のうち、総括管理業務、維持管理業務及び運営業

務に係るのうち、修繕・更新業務を除く費用とする。 

 

 

（２） 改定内容 

サービス対価 B のの人件費の改定内容を下表に示す。は、物価変動を対象とする。 

表 5 サービス対価 Bの人件費の改定内容 

対象費用 改定内容 

サービス対価 B 

（総括管理業務、維持管理業務及び運

営業務に係る費用） 

・物価変動による改定 

・利用実績の変動による改定 

・市の都合の改修等による施設休止等の人員配置

の変動による改正 

・市の都合による開館期間又は開館時間の変更に

よる改正 

・その他、市の都合による改正 

 

 

（３） 基準となる指標 

表 5 に示す改定内容のうち、物価変動による、サービス対価 B の人件費の改定に使用する

指標は下表のとおりとする。 

表 6 基準となる指標 

該当する業務 基準となる指標 

サービス対価 B 

のうち人件費 

「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：諸サービス 

※用いる指標がなくなる、又は内容が見直されて本事業の実態に沿わな

い場合は、その後の対応方法について市と特定事業者との間で協議し

て定める。 

※指標は、指定管理者の提案を踏まえて、市と協議により市が認めた場

合に限り変更することも可能とする。 

総括管理業務 
「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：諸サービス 

維持管理業務 

保守・点検業

務 

「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：建物サービス 

修繕・更新業

務 

「建設工事費デフレーター」（国土交通省） 

・工事類別：「建築総合－非住宅」 

清掃業務 「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：建物サービス 

警備業務 「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：警備 
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上記以外の

維持管理業

務 

「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：諸サービス 

運営業務 
「企業向けサービス価格指数」（日本銀行調査統計局） 

・類別：労働者派遣サービス 

  ※用いる指標がなくなる、又は内容が見直されて本事業の実態に沿わない場合は、その後の

対応方法について市と特定事業者との間で協議して定める。 

※指標は、指定管理者の提案を踏まえて、市と協議により市が認めた場合に限り変更するこ

とも可能とする。  
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（４） 改定方法 

表 5 に示す改定内容のうち、物価変動について、以下の計算方法に基づき、サービス

対価 B を人件費を毎年度改定することができる。 

 

【改定の計算方法】 

変更額は、基準額（特定事業者が人件費として提案した費用をいう。以下同じ。）の

1.5％に相当する金額を超える額とする。 

 

C2（ｔ）＝C1（ｔ）×（P（ｍ）／P（ｎ）） 
 

この式において、C2（ｔ）、C1（ｔ）、P（ｍ）、P（ｎ）はそれぞれ次の額を表す。 

ｔ   ：今回改定をする対価の対象年度（ｔ：ｎ+1、・・・・、事業終了年度） 

ｍ   ：今回評価時年度 

ｎ   ：前回評価時年度（契約後未改定の場合は、指定管理者基本協定締結年度） 

C2（ｔ）：改定後のｔ年度における人件費用の総額 

C1（ｔ）：改定前のｔ年度における人件費用の総額 

PP（ｍ）：今回改定時のｍ年度の最新の基準となる指標値 

PP（ｎ）：前回改定時のｎ年度の最新の基準となる指標値 

 

（５） その他の改定内容について 

物価変動の他、下記の要因により人件費が変動する場合、サービス対価 B を改定する

ことができる。 

 

 利用実績の変動 

 市の都合による改修等による施設休止等の人員配置の変動 

 市の都合による開設期間又は開館時間の変更 

 その他、市の都合による変動 
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４ インセンティブの付与 

４.１ 対象となる業務 

本施設における子育て支援機能の屋内型子ども広場について、利用者数が一定数を上回

った場合、指定管理者へインセンティブを付与する。 

 

４.２ インセンティブの設定及び算定方法 

インセンティブの基準となる目標年間利用者数について、本施設は、新規施設であるた

め、供用開始後 3 年間の利用実績を基準とする。ただし、令和 6 年度は供用開始後 3 か月

間の利用となるため、年間利用人数を 4 倍にして用いる。 

インセンティブの付与の開始年度は令和 9 年度とする。 

 

【インセンティブの算定方法】 

 Ｉ＝（R1－R2）×F 

I：インセンティブ（金額） 

R1：利用者数（単年度） 

R2：令和 6年度～令和 8 年度までの利用者数から設定した基準値 

FF：利用料金の単価（市内利用者、市外利用者で異なる利用料金である場合、市内利

用者の利用料金とする。） 
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５ 市内企業への発注業務の対象及び発注提案金額が未達成の場合に徴収する金額の

算定方法 

５.１ 市内企業への発注業務の対象 

本事業の設計・建設業務に係る設計、建設工事の三次下請けまでを対象とする。 

また、特定事業者が発注する建設請負契約に該当しない警備業務者、運搬・運送業務

者、リース業務者、測量業務者、各種調査・試験業務者（地盤調査業務者、環境調査業務

者等）、廃棄物処理業務者等に関する業務も対象とする。 

なお、特定事業者のグループ内に対象となる業務を担当する市内企業が含まれる場合

は、当該市内企業の担当業務についても市内企業への発注業務に含む。 

市内企業への発注金額の対象について、共同企業体を含まない場合と含む場合を示す。 

共同企業体を含まない場合は、下図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図のとおり発注した場合、市内企業への発注金額は、全体の 46（15＋2＋10＋5＋3＋3

＋3＋5）の割合を占める。（ ）内の数値は発注金額の割合を示す。 

 

図 1 市内企業への発注金額の対象（共同企業体を含まない場合） 
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市外と市内企業の共同企業体を含む場合は、下図のとおりとする。共同企業体に市内企業を含

む場合は、出資比率により発注金額を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図のとおり発注した場合、市内企業への発注金額は、全体の 54（8＋15＋2＋10＋5＋3

＋3＋3＋5）の割合を占める。（ ）内の数値は発注金額の割合を示す。 

 

図 2 市内企業への発注金額の対象（共同企業体を含む場合） 

 

５.２ 徴収の対象となる金額及び徴収方法 

事業者選定基準の「地域経済への配慮・貢献」のうち、「設計・建設業務における市内企

業への発注金額」について、事業実施段階で提案時の金額（以下、「発注提案金額」という。）

を満足できない場合の罰則規定として、未達成度に応じた金額を市が特定事業者から徴収

する。 
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５.３ 市が特定事業者から徴収する金額の算定方法 

市は、発注提案金額と特定事業者から実際に設計・建設業務において市内企業へ発注さ

れた金額（以下、「発注実績金額」という。）を比較し、未達成度に応じて、以下の算定方

法に基づき算出された金額を特定事業者から徴収する。 

 

【市が特定事業者から徴収する金額の算定方法】 

 P＝K1×（K2÷K3）×α 

P：市が特定事業者から徴収する金額 

K1：請負金額 

K2：特定事業者が得た当該項目の得点（点） 

K3：評価点（100 点） 

α：１－（発注実績金額÷発注提案金額） 

 

５.４ 市内企業への発注実績金額の確認方法 

市は、履行確認の最終報告時に施工体制台帳とあわせて市内企業への発注実績金額を確

認する。 

特定事業者は、令和 6年度に市へ請負代金額を請求すると同時に発注実績金額の確認に

必要な書類を提出する。確認に必要な書類は、今回工事の全ての元請・市内企業下請け業

者間、下請・市内企業再下請業者間の注文書及び請書などの写しを対象とする。 

 


